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鶴見大学歯学部動物実験実施規程（抜粋）

第 30条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し、動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を適切に実施するために必要な基礎知識の習得を目的とした、次に掲げ

る事項に関する所定の教育訓練を受講させなければならない。

（１）法令、指針等、本学の定める規程等 

（２）動物実験等の方法に関する基本的事項 

（３）実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項 

（４）安全確保、安全管理に関する事項 

（５）人と動物の共通感染症に関する事項 

（６）その他、適切な動物実験等の実施に関する事項 


